
◎行政書士法の一部を改正する法律 
（令和七年六月一三日法律第六五号）（衆）   

一、 提案理由（令和七年五月三〇日・衆議院本会議） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御

説明申し上げます。 

 本案は、デジタル社会が進展するなど、近時の行政書士制度を取り巻く状況が大きく

変化していることを踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設けるとと

もに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理等することができ

る範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に

対して両罰規定を設ける等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、昨二十九日、総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律

案とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院総務委員長報告（令和七年六月六日） 

○宮崎勝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、行政書士の使命及

び職責を明らかにする規定を設けるとともに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立

ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

ができる範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違

反等に対して両罰規定を設ける等の改正を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取した後、特定

行政書士の実績や活動実態、行政書士の業務の在り方等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


